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和歌山市 企業局     

経営管理部 契約課長   

 

質 問 回 答 書 

 

令和５年９月１２日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工事 (業務 )番号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工事 (業務 )場所 

令和５年度 

第２３１０００３３号 

湊南第２雨水ポンプ場３号雨水ポンプ設備工事 

和歌山市湊字青岸坪１４１４番９ 

質 問 事 項  回 答 事 項  

① 低入札調査には「土木工事諸経費項目」の内

訳が必要でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事後審査型制限付き一般競争入札（電子入

札方式）における入札条件第２６条のとお

りです。なお、低入札価格調査に必要な諸

経費項目の主な内容については、和歌山市

企業局ホームページ（入札・契約情報）に

掲載しています。 

 

第２６条 

「低入札価格調査基準価格を下回る入札

を行う者は、諸経費の積算に当たっては、

諸経費を構成する各項目における内容に

ついて積み上げによる積算を行うものと

し、低入札価格調査においては、前条第１

項第４号の書面により、金額及び根拠を説

明しなければならない。なお、各項目を積

上計上とせず、一式計上のみとしているも

の及び不足額（会社補填）としてマイナス



 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 入札時に提出する「工事費内訳書」を作成す

る際、「機器費」「据付間接費」「設計技術費」

はどの項目に含めばよいでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計上しているものは認められない。」 

 

前条第１項第４号の書面 

「共通仮設費、現場管理費及び一般管理費

並びにプラント工事にあっては据付間接

費及び設計技術費（以下「諸経費」という。）

の各項目別内訳金額(積算根拠の記載を要

する。)」 

 

② 「機器費」「据付間接費」「設計技術費」等、

工事費内訳書に項目のない費用について

は、どの項目に計上しても構いませんが、

備考欄に計上した費用が分かるように記

載してください。 

【例１】 

工事費内訳書の「直接工事費」の項目に、

見積った「直接工事費」、「機器費」及び「設

計技術費」を計上する場合は、工事費内訳

書の「直接工事費」項目の備考欄に「機器

費及び設計技術費を含む」と記載。 

【例２】 

工事費内訳書の「現場管理費」の項目に、

見積った「現場管理費」及び「据付間接費」

を計上する場合は、工事費内訳書の「現場

管理費」項目の備考欄に「現場管理費、据

付間接費」と記載。 

 

 

 

 


